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第２版推薦のことば　III

第２版推薦のことば

このたび，捜査の第一線で活躍する警察官等から熱烈な要望を受けて「令状審
査の視点から見たブロック式刑事事件令状請求マニュアル」の改訂版が出版され
ることになりました。

以前，筆者が同じシリーズの「ブロック式捜査書類作成マニュアル」を出版し
た際にもご紹介しましたが，筆者は，裁判所の事務官，書記官を経て検察事務官
に転身し，副検事を経て検事に任官されました。

私は，筆者と同じ時期に裁判所から検察庁に転身したことから筆者をよく知る
者ですが，筆者は，検察庁において，数多くの難事件の捜査公判に携わり，事件
の真相解明のため，事件現場に足を運び，被疑者や参考人を取り調べ，時には自
ら逮捕状等を請求するなどして事件の真相解明に尽くし，多くの捜査官とその苦
労と喜びを共にしてきました。
そんな筆者が，裁判官として令状審査の際に気付いた，警察官が陥りやすい誤
りや，警察官が疑問に思うであろう点などを踏まえ，現場の警察官が身につけて
おくべき令状請求に関する基本的知識や実践的知識を分かり易く解説したのが，
本書です。

本書は，初版の出版から約 5年が経ち，その間に多くの警察官から寄せられた
ご意見に応え，特に現場で判断に迷うことが多い現行犯逮捕の項目を新たに加え
るなど，改訂に当たっては，更にその内容を充実させました。

本書は，長年令状請求の実務に携わってきた筆者の検察官，そして裁判官とし
ての知識・経験を集大成したものであり，実際の令状請求をイメージして，豊富
な実例に基づきブロックごとに具体的に解説した極めて実践的な書であることか
ら，短時間のうちに令状請求しなければならない現場の警察官にとって心強い味
方になるはずです。
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IV　第２版推薦のことば

また，本書は，難解な法律理論を筆者の言葉で分かり易く噛み砕いて解説して
いることから，警察官が日頃から法律実務を学習するのにも適しています。
ぜひ，実務に，そして日頃の学習に，本書を積極的に活用してほしいと思いま
す。
本書が現場の第一線で活躍する警察官諸兄にとって最良の書であると確信し，
ここに自信をもって推薦する次第です。

　令和 2年 4月
新潟地方検察庁次席検事　秋元　豊
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第２版はしがき　V

第２版はしがき

令和の「令」は令状の令，昨年，令和元年 10 月 22 日に行われた即位礼正殿の
儀を経て，いよいよ令和の時代が本格稼働し，令状請求，新時代の幕開けです。
近年のいわゆる特殊詐欺は，衰退するどころか，ますます組織性が進化すると
ともにその手口が巧妙化し，今なお相当の被害をもたらしています。
また，パーソナルコンピュータやスマートフォンだけでなく，カーナビゲーショ
ンシステムやドライブレコーダーなど様々な電子情報機器が犯行に使用されるよ
うになり，犯罪自体が複雑多様化しています。

他方で昨今，交番勤務の警察官が襲われ拳銃を奪われた上，第２，第３の被害
が発生したり，長期間自宅に引きこもっていた者が，ある日，突然暴挙に出たり，
無差別に人を殺傷したりするなど，いわゆる従来型の強行犯がこれまで以上に凶
暴化しているようにも思われます。
このような困難な時代において，警察官，麻薬取締官，国税査察官，税関職員
等の第 1次捜査機関の関係者，検察職員，さらには審査に当たる裁判所職員の皆
さんは，常日頃から心身の鍛錬を積み，関係法令の知識の修得に励み，厳しい現
状に立ち向かわれていることと思います。

本書は，好評を頂いた「令状審査の視点から見たブロック式刑事事件令状請求
マニュアル」の令和新時代バージョンとして，この困難な時代に立ち向かってい
る皆さんのために，全面的に内容を見直した上で，現行犯逮捕を新たに加え，強
制性交等罪等の加筆補正をした上，実際にあった実例等を加味して解説するなど，
前作から一段階も二段階もパワーアップした令状請求マニュアルに仕上げまし
た。（拙著「令状実務ズバリ回答Q&A」の内容とのリンクも図っています。）
前作同様に，できる限り分かり易く解説することに努めてまいりましたが，も
とより力不足であるため，どこまでその目的を達成できたかは定かではありませ
ん。今後は，読者の皆様からのご指摘，ご叱正を頂き，さらに良いものにしてい
けるように努力してまいりたいと思っております。
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VI　第２版はしがき

最後になりましたが，本書の出版に当たって，私の裁判所・検察庁を通じての
大先輩である新潟地方検察庁の秋元豊次席検事から，貴重なご意見等をうかがっ
た上，身に余る推薦のお言葉を頂きました。
また，本書の編集・企画等に関しましては，立花書房出版部の馬場野武部長を
はじめ，濱崎寛美係長等，多くの方々にお世話になりました。この場をお借りし
て感謝申し上げます。

　令和 2年 4月
東京簡易裁判所判事　恩田　剛

ブロック式第3刷_初.indb   6 2026/01/21   13:13:23



推薦のことば　VII

推薦のことば

　本書は，実際の各種令状請求手続を想定し，手続上の留意事項の解説や記載例
などを多々提示しているだけでなく，令状請求手続において生じる理論面，実務
面からの問題点などを細かく紹介し，現場の警察官・捜査官として，どのような
方策を採ればよいのかなどについて，丁寧かつ分かり易く解説したものである。

　筆者は，現職の簡易裁判所判事であるが，刑事裁判官としての経験だけでな
く，裁判所書記官，副検事，そして検事として長く捜査公判の現場で勤務してい
た経験を有しており，いわば各種令状に関し，請求する側と発付する側の両面を
知り尽くしている立場にあることが特筆されるところである。
　まさに，本書のような令状請求手続を解説するにふさわしい経歴を有している
と評されよう。

　令状請求が求められる場合は，しばしば時間との戦いになることがある。その
ような場合，本書をひもとけば，極めて短時間のうちに問題を解決するための道
筋を見付け出すことができるものと思われる。
　日々の多忙な業務に負われている捜査官にはうってつけの良書であるといえる
ものである。

　本書が与えてくれる知恵は，強制捜査に及ぶ段階に至った捜査において，必ず
や手続上のミスや間違いを未然に防止し，的確な令状請求手続により，迅速な令
状発付をもたらしてくれるものと信じてやまないところである。
　これを手に取られた方には，是非，この良書を活用されることをお勧めする次
第である。

　　　平成 27 年 6 月

最高検察庁検事　城　祐一郎　　
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VIII　は し が き

は し が き

　私は現在，簡易裁判所判事として令状を審査する立場にありますが，以前は，
令状を請求する立場にありました。

　最初に令状の請求をしたのは，今からおよそ 16 年前の副検事 1 年生のときの
通常逮捕状です。
　この時の事件は，在宅の道路交通法違反（無免許運転）でした。

　朝一番に被疑者を呼び出し，被疑者が取調室に入ってきたところで，私は，取
調べ前の何気ない挨拶のつもりで，「おはようございます。今日はどうやって来
ましたか？」と聞いたのです。
　被疑者は「○○線の電車で来ました。」と答えました。すると，隣に座ってい
た事務官が「あれ？　その電車，今朝のニュースでは，事故で動いていないって
言ってましたよ。」と言うのです。
　その一瞬，取調室が静まりかえり，被疑者の表情が凍り付いたのが分かりまし
た。
　そして次の瞬間，「あっ……間違えました。バスで来ました。」という被疑者の
一言でその悪事が全て明るみに出たわけです。

　つまりその被疑者は，無免許運転の事件を起こした被疑者として取調べを受け
るため，こともあろうに無免許運転の車で検察庁に来たのでした。

　私が被疑者に，「普通，そういうの間違える？」と聞いてからが時間との戦い
でした。
　被疑者を取り調べた上での自白調書の作成，検察庁の近くのコンビニに止めた
という被疑車両の写真撮影，実況見分調書の作成，目撃者供述調書の作成，被疑
者自宅からの運転ルートの特定など，逮捕状請求のための疎明資料を一挙に作成
して一件記録を作り，直ちに逮捕状を裁判所に請求しました。
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は し が き　IX

　私はこのとき，初めて現場警察官の令状請求の大変さを身をもって知ったわけ
です。

　その後，こうした経験を重ねる中で，現場で厳しい判断を強いられ，大変な労
力を費やし，職務を遂行されている捜査関係者の方々にとって，より使いやすく，
実務を支える理論面の理解にも役立つようなものが作れないかと，常々考えてき
ました。

　そのような考えから生まれた発想が，各種令状の請求書式の必要な記載箇所
を，各要素ごとに分割する形でブロック化し，そのブロックごとに解説する，と
いう本書の原案でした。

　以上のような考えに基づいて，できる限り分かり易く解説することを心がけて
参りましたが，私の力量不足からどこまでその目的を達成できたかは，真に心許
ないところではあります。
　それでもなお，本書が，毎日の現場で額に汗する捜査関係者や令状事務処理に
携わる方々にとって，少しでもお役に立てれば，筆者としてこれに優る喜びはあ
りません。

　最後になりましたが，本書の出版に当たり，日本大学大学院法務研究科元研究
科長で弁護士の加藤康榮先生，最高検察庁検事の城祐一郎先生にひとかたならぬ
ご指導，ご助言を賜りました。

　また，本書の編集等に関しまして，立花書房出版部の馬場野武次長をはじめ，
本山進也参与，濱崎寛美係長，菊島一主任，金山洋史氏等多くの方々にお世話に
なりました。

　この場をお借りして，感謝申し上げたいと思います。

　　　平成 27 年 6 月

東京簡易裁判所判事　恩田　剛　　
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X　本書の基本的コンセプト

〈本書の基本的コンセプト〉

　１　ブロック式による請求書起案上の速やかな疑問の解消

　日々多忙な刑事司法に携わる捜査関係者等が，令状請求についてスムーズな
処理ができるよう各種令状の請求書の記載例を冒頭に置き，それぞれの記載箇
所をブロック化して分類しました。
　それらのブロックをＡ，Ｂ，Ｃなどとした上で，（ブロックＡ：P. ○○）として，
ブロックの後のコロンより右に本書のブロックごとの解説をしたページを示
し，そこに起案上の実務的な留意点等を解説することにより，請求書記載の箇
所から調べたい場所を検索できるようにしました。
　詳しくはⅫページの「本書の使い方」をご覧ください。

　２　請求側と審査側の両方の目線からの解説

　請求者側である捜査官等が気付き難い手続面，知っていても見逃しやすい疎
明資料，そのほかうっかりミスや誤解に基づく間違いなどに関し，どのように
考え対応したらよいかなどについて気付いた点として挙げさせていただきま
した。
　また，審査側として請求者側の請求内容をどのように評価判断しているのか
について，私が審査する場合の例として，そのプロセス等を紹介させていただ
きました。

　３　実務と理論の橋渡し

　本書の各解説に当たっては，実務上の留意点等だけでなく，なぜそのような
点に留意すべきなのかといった理論面や，少し細かくなりますが，それぞれの
条文の根拠等を解説するようにしており，実務を通して理論の理解にもつなが
るように考えております。
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凡　　　例　XI

〈凡　　　例〉

　１　判例の表記

　　判例の表記は，以下の例によります。

　　最高裁判所判決昭和 52 年 7 月 19 日最高裁判所刑事判例集 36 巻 7 号 111 頁
　＝最判昭 52・7・19 刑集 36・7・111

　　最高裁判所決定昭和 53 年７月 19 日最高裁判所刑事判例集 37 巻８号 777 頁
　＝最決昭 53・7・19 刑集 37・8・777

　２　判例集等の略語

　　判例集等の引用は，以下の例によります。

　　　刑　　　集　　　最高裁判所刑事判例集
　　　裁 判 集 刑　　　最高裁判所裁判集刑事
　　　裁 判 集 民　　　最高裁判所裁判集民事
　　　下　　　刑　　　下級裁判所刑事裁判例集
　　　刑　　　月　　　刑事裁判月報
　　　判　　　時　　　判 例 時 報
　　　判　　　タ　　　判例タイムズ
　　　警　　　学　　　警察学論集

　３　司法警察職員捜査書類基本書式例との対応

　本書の請求書等の様式は，検事総長の一般的指示（刑訴法 193 条 1 項）であ
る「司法警察職員基本書式例」の様式に対応しています。
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本書の使い方

XII　本書の使い方

第1　本書の構成

　　　本書は，

　　　第１編　刑事手続の中の令状の位置付け
　　　第２編　令状請求起案編
　　　第３編　犯罪事実起案編
　　　第４編　疎明資料編
　　　第５編　令状審査発付編

で構成されています。
　そのうち，本書の最大の特色であるブロック式による解説（その説明
はこの後します。）をしているのは，
　第２編　令状請求起案編
　第３編　犯罪事実起案編
の２編です。

　　　このうち，第 2 編の令状請求等起案編は，

　　　第１章　「現行犯逮捕」
　　　第２章　「逮捕状請求：通常逮捕」
　　　第３章　「逮捕状請求：緊急逮捕」
　　　第４章　「捜索・差押え・検証許可状請求」
　　　第５章　「身体検査令状請求」
　　　第６章　「鑑定処分許可請求」

で構成されており，各章それぞれが，「概説」と「ブロック式による解説」
に分かれています。
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第2　令状請求起案編における「ブロック式」について　XIII

第2　令状請求起案編における「ブロック式」について

１　現行犯逮捕手続書及び各令状請求書式のブロックについて
　令状請求起案編における「ブロック式」のブロックとは，現行犯人逮捕手続
書及び各令状請求書式の記載事項欄をそれぞれブロック化して，そのブロック
ごとにＡ，Ｂ，Ｃと符号を付した上，本書の解説該当ページを示したもののこ
とをいいます。例えば，現行犯人逮捕手続書の記載例（本書 25 ページ）の一
部を下の図に示しましたので，ご覧ください。

52

　これも，現行犯人逮捕手続書の記載例で述べたものと同じです。

27

29

　この記載で（ブロックＡ：P.27）とありますが，現行犯人逮捕手続書で被疑者
の住居，職業，氏名，年齢を記載する部分であり，これをひとかたまりとして

「ブロックＡ」としています。そしてこの「ブロックＡ」の解説について記載し
た本書の該当ページを「ブロックＡ」の後に「：P.27」として示しています。

　次に，同じように，通常逮捕状請求書の記載例（本書 49 ページ）の一部を
下の図に示しましたので，ご覧ください。
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XIV　本書の使い方

２　ブロック式の解説部分について
　解説部分については現行犯人逮捕手続書だけで説明しますが，この「ブロッ
クＡ：P.27」の該当ページである 27 ページを見てみると，下の図のようになっ
ています。

　「ブロックＡ」の記載例

　「ブロックＡ」に必要な疎明資料
が記載してあるほか，疎明資料に
よっては（疎明資料編：P. ○○）と
記載し，本書の疎明資料編該当ペー
ジを示してあります。

　　「ブロックＡ」の根拠法令

　なお，現行犯人逮捕手続書及び各令状請求書の書式には，それぞれ犯罪事実
（被疑事実）が記載例として挙げられていますが，それぞれの犯罪事実につい
て解説したものが，本書の犯罪事実起案編に記載されていますので，（犯罪事
実起案編：P. ○○）とある記載から該当ページをご覧ください。

ブロックＡ
根　　　拠

ブロックＡ
疎 明 資 料

ブロックＡ：被疑者の特定

以下，説明

１　被疑者の住居，……
　　東京都……
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第3　犯罪事実起案編のブロックについて　XV

第3　犯罪事実起案編のブロックについて

　犯罪事実起案編のブロックは，下の記載例のように，構成要件要素ごと，あ
るいはそれよりも少し大きくくくった枠でひとかたまりとしてブロック化し
て，それぞれの記載が，どのような意味を持つのかなどについてブロックごと
に解説しています（本書 296 ページ参照）。

　上記の記載例であれば，この記載例の後に
　　第１　概　　　説
　　　　　恐喝罪は，相手方に対し，……
　　第２　各ブロックの解説
　　　１.　ブロック（A）
　　　　　このブロックでは，恐喝の犯意を記載しています。……
　　　２.　ブロック（B）
　　　　　「同人の肩をつかんで……
という具合に解説しています。

　被疑者は，通行人に因縁を付けて金員を喝取しようと企て（A），令和 2
年○月○日午後11時30分頃，東京都葛飾区本町○丁目○番○号先路上におい
て，通行中の○○○子（当 26 歳）に対し，同人の肩をつかんで「お前，なん
で俺の顔をじろじろ見てんだ。ぶっ飛ばすぞ。金出せよ。」などと語気鋭く
申し向けて金員の交付を要求し，もしこの要求に応じなければ同人の生命，
身体等にいかなる危害を加えるかも知れない気勢を示して（B）同人を畏怖
させ（C），よって，即時同所において，同人から現金1万円の交付（D）を
受けて（E），これを喝取したものである（F）。

恐喝罪（通常逮捕の逮捕状請求書の記載例）
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XVI　本書の使い方

第4　疎明資料編について

　令状起案編のブロックごとに示された疎明資料で（疎明資料編：P. ○○）
と示したものについて解説するとともに，その記載例を載せました。
　なお，それぞれの解説の冒頭部分に，例えば，緊急逮捕手続書（本書 324
ページ参照）ならば，下記のような表が掲げられています。

疎明の対象 疎明の具体的内容 有　用　性
捜査の適法性 緊急逮捕手続の適法性 ○
被疑者の人定 携行品による身元確認等 △
令状の理由 嫌疑の充分性 △

令状の必要性 逃亡のおそれ等 △

　これは，それぞれ疎明資料がどんなことを疎明しているのか，その対象や内
容とそれに対する有用性，つまり役立つ程度として，

　　○……最も有用性がある
　　△……他の疎明資料とあいまって有用性がある
　　×……その疎明資料では疎明できない

といった意味で記載しています。
　この「○△×」の有用性は，事件によっては必ずしも当てはまらないことも
ありますが，一応の目安として参考にしてください。

第5　令状審査発付編について

　本書の最後に，請求を受けた後の裁判所における受付から審査，発付までの
流れを「令状の受付から審査，そして発付までの流れ図」（本書 370 ページ参照）
を示しながら解説しています。
　これで，裁判所ではどのような流れで受付から審査，発付までが行われてい
るのか一般的なイメージをつかんでいただけると思います。
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第１編
刑事手続の中の令状の位置付け
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総　　　論

第１節　令状実務概論
第 1　は じ め に
第 2　捜 査 と は
第 3　任意捜査と強制捜査
第 4　令 状 主 義

第１章

ブロック式第3刷_初.indb   3 2026/01/21   13:13:24



4　第1編　刑事手続の中の令状の位置付け

第１節　令状実務概論

第1　は じ め に

　警察官が被疑者の身柄を確保するのも，検察事務官が検事の下で被疑者調書を
作成するのも，検察官が取調べをするのも，裁判所事務官や書記官が令状の審査
補助（形式審査）をするのも全てそうですが，今，自分がやっている作業が刑事
手続の中においていかなる意味があり，どのような位置付けにあるのかを十分に
承知してこそ，はじめて適正かつ妥当な職務遂行ができます。

　特に，本書が扱う令状は，公訴の提起や有罪判決の段階よりも嫌疑のレベルが
低い捜査段階において，強制的に被疑者の身柄を拘束したり，被疑者以外の第三
者のプライバシーを侵害したりするなど重大な人権侵害を伴うものですから，慎
重で適正妥当な職務遂行が強く要請されるものであります。

　そのような意味から，まずは，刑事手続における令状の位置付けという観点に
立ち，基本的事項を含め，再確認して整理をしておきたいと思います。

第2　捜 査 と は

１　捜査の定義から判別できる捜査と捜査でない手続
　令状は，例外的に行政手続である国税等の犯則調査等のための臨検捜索差押
え等もありますが，基本的には，捜査目的を遂げるための手段ですから，今ま
さに手がけている活動が捜査でなければ，令状の請求や執行はそもそも問題に
なりません。

　そうすると，今やっていることが捜査かどうかを判別する指標が必要になり
ますが，その指標が捜査とは何かという捜査の定義になります。
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第２編
令状請求起案編

第１章　現行犯逮捕

　　第 2章　逮捕状請求：通常逮捕

　　第 3章　逮捕状請求：緊急逮捕

　　第 4章　捜索・差押え・検証許可状請求

　　第 5章　身体検査令状請求

　　第 6章　鑑定処分許可状請求
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現行犯逮捕

第１節　現行犯逮捕について
第 1　令状請求マニュアルに現行犯逮捕の解説を加えた理

わ

由
け

第 2　令状請求の構造と現行犯人逮捕手続書の位置づけ
第 3　現行犯逮捕とは
第 4　現行犯逮捕の要件
第 5　現行犯逮捕の際の留意点

第２節　ブロック式による解説
現行犯人逮捕手続書（甲）

第１章
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14　第2編　令状請求起案編

第１節　現行犯逮捕について

第1　令状請求マニュアルに現行犯逮捕の解説を加えた理
わ
由
け

本書の姉妹編である「ブロック式交通事件令状請求マニュアル」（以下「交通
マニュアル」といいます。）をお読みになった方は，ご存知かと思いますが，交
通マニュアルにおいても，令状請求の守備範囲を超えて，現行犯人逮捕手続書の
記載についてブロック式で解説をしました。
そうしたところ，多くの方から好評をいただき，交通捜査における現行犯逮捕
の理論的理解とこれに基づく現行犯人逮捕手続書の作成に関し相当な需要を感じ
ました。
そうであるならば，それは，刑事事件を扱う地域警察等の現場においても全く
同じであろうと考えるに至りました。
そこで，本書においても，交通マニュアルと同様に現行犯逮捕の解説を加えよ
うと考えるに至ったわけです。
以下，交通マニュアルと重なる部分はありますが，これと同じ考え方で，令状
請求の構造からみた現行犯人逮捕手続書の位置づけをとらえた上で，その解説等
をしたいと思います。

第2　令状請求の構造と現行犯人逮捕手続書の位置付け

現行犯逮捕は，逮捕令状なくして被疑者を逮捕できるわけですから，そもそも
令状請求の手続は必要ありません。
しかし，現行犯逮捕に伴い作成する現行犯人逮捕手続書も，犯行の現認状況や
逮捕手続の適法性を明らかにするなど，令状請求において必要な捜査書類と何ら
変わることはありません。
また，現行犯人逮捕手続書について，発想を転換して考えてみると，以下のよ
うに，令状請求書的な性質を持ったものということができるように思われます。
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逮捕状請求：通常逮捕

第１節　（通常）逮捕状の請求
第 1　通常逮捕と逮捕状
第 2　逮捕状による逮捕権行使の性質
第 3　通常逮捕状の請求前の準備

第２節　ブロック式による解説
第 1の 1　逮捕状請求書（甲）の記載例
第 1の 2　逮捕状（通常逮捕）の記載例
第 2	 ブロックごとの解説

第２章
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42　第2編　令状請求起案編

第１節　（通常）逮捕状の請求

第1　通常逮捕と逮捕状

　通常逮捕とは，捜査機関があらかじめ裁判官に対する請求によって発付を得た
逮捕状により被疑者を逮捕することであり，令状主義の原則に従った最も基本型
の逮捕ということになります。
　そして，この通常逮捕に必要な令状が，逮捕状（以下「逮捕状」又は「通常逮
捕状」と言います。）ということになります。
　逮捕状は，捜査機関に逮捕の権限を与える裁判官による裁判書ですが，その法

的性質は，捜査機関に被疑者の逮捕を命ずる命令状ではなく，捜査機関に被疑者

の逮捕を許可する許可状であるとされています（アドヴァンス・ポイント本書 56
ページ）。
　この点に関して，逮捕状（通常逮捕）の書式（本書 51 ページ）を見てください。
　逮捕状の書式の中央部分の裁判官記名押印の令状発付年月日記載の上に「上記
の被疑事実により，被疑者を逮捕することを許可する。」とあり，「命令する。」
とか「逮捕する。」ではありません。
　これが，勾引状や勾留状の場合は裁判官による命令状となり「勾引する。」と
か「勾留する。」という文言になります。

第2　逮捕状による逮捕権行使の性質

　捜査の現場では，しばしば逮捕状による逮捕を，逮捕状の執行などと言うこと
があります。しかし，実は，逮捕状による逮捕は，逮捕状の執行ではありません。
　逮捕状という裁判書の内容が実現されるという意味合いにおいて執行という文
言が馴染みやすく，捜査の現場だけでなく広く刑事司法の実務においても特に意
識されることなく使われていますが，これは厳密にいうと正しくないのです。
　この点，前述した逮捕状の性質から説明することができます。
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第１節　緊急逮捕状の請求
第 1　緊急逮捕とは
第 2　緊急逮捕の合憲性
第 3　緊急逮捕の要件

第２節　ブロック式による解説
第 1の 1　逮捕状請求書（乙）の記載例
第 1の 2　逮捕状（緊急逮捕）の記載例
第 2	 ブロックごとの解説

逮捕状請求：緊急逮捕
第３章
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122　第2編　令状請求起案編

第１節　緊急逮捕状の請求

第1　緊急逮捕とは

　　１　一定の重大犯罪について（要件 1：犯罪の重大性）
　　２　充分な犯罪の嫌疑があり（要件 2：嫌疑の充分性）
　　３　急速を要するため裁判官の逮捕状を求めることができないとき
　　　　（要件 3：逮捕の緊急性）

上記全ての要件を満たす場合に通常逮捕のような事前の逮捕状を要せず，逮捕の
理由を告げることで被疑者を逮捕できることとする一方で，逮捕後直ちに逮捕状

（緊急逮捕状）の請求手続をとることによって，その適法性について事後的に司
法審査に付して，人権保障と捜査の必要性の調和を図ろうとする逮捕であり，刑
訴法において認められた 3 種類の逮捕のうちの一つです（刑訴法 210 条 1 項）。

第2　緊急逮捕の合憲性

　緊急逮捕については，事前に逮捕状が発付されていないため，憲法 33 条に定
めた令状主義に反するか否かについての主な考え方として，以下のような考え方
があります。

１　合　憲　説
⑴　令状逮捕説

　「事後とはいえ逮捕に接着した時期に逮捕状が発付される限り逮捕手続全
体としてみれば逮捕状による逮捕であり合憲という考え」

⑵　令状除外説
　「憲法 33 条は，令状主義の合理的な例外を認めた規定であるので，同条の
現行犯には，緊急逮捕の場合も含み合憲という考え」
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第１節　捜索・差押え・検証許可状の請求
第 1　捜索・差押え・検証の規定
第 2　捜索・差押え・検証とは

第２節　ブロック式による解説
第 1の 1　捜索差押許可状請求書（通常のもの）の記載例
第 1の 2　捜索差押許可状（通常のもの）の記載例
第 2の 1　捜索差押許可状請求書（強制採尿）の記載例
第 2の 2　捜索差押許可状（強制採尿）の記載例 3
第 3	 ブロックごとの解説

第３節　記録命令付差押え・リモートアクセス
第４節　ブロック式による解説
第 1の 1　記録命令付差押許可状請求書の記載例
第 1の 2　記録命令付差押許可状の記載例 2
第 2	 ブロックごとの解説（記録命令付差押え）
第 3の 1　捜索差押許可状請求書（リモートアクセス）の記載例
第 3の 2　捜索差押許可状（リモートアクセス）の記載例
第 4	 ブロックごとの解説（リモートアクセス）

捜索・差押え・検証許可状請求
第４章
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146　第2編　令状請求起案編

第１節　捜索・差押え・検証許可状�
の請求 　　　　　　

第1　捜索・差押え・検証の規定

　捜査機関が捜査として捜索・差押え・検証を行う場合の規定は，刑訴法の「第
二編『第一審』」のうちの「第一章『捜査』」に，

刑訴法218条～222条

の各条文があるのですが，起訴された後に公判裁判所が証拠収集のために行う場
合の捜索・差押え・検証の規定は，「第一編『総則』」のうちの「第九章『押収及
び捜索』」，「第十章『検証』」に，

刑訴法99条～127条（捜索・差押え）

刑訴法128条～142条（検証）　　　

の各条文がそれぞれあって，これらが捜索・差押え・検証の原則的な規定という
位置付けになっています。
　そして，捜査機関が捜査として行う場合の捜索・差押え・検証が，これら遠く
のいわば飛び地にある離れた規定の多くを準用している形をとっていることとな
ります。
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第１節　身体検査令状の請求
第 1　身 体 検 査
第 2　身体検査令状の特殊性と特別事項
第 3　身体検査令状が必要となる場合

第２節　ブロック式による解説
第 1の 1　身体検査令状請求書（通常のもの）の記載例
第 1の 2　身体検査令状（通常のもの）の記載例
第 2の 1　身体検査令状請求書（強制採血）の記載例
第 2の 2　身体検査令状（強制採血）の記載例
第 3の 1　身体検査令状請求書（毛髪採取）の記載例
第 3の 2　身体検査令状（毛髪採取）の記載例
第 4	 ブロックごとの解説

身体検査令状請求
第５章
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214　第2編　令状請求起案編

第１節　身体検査令状の請求

第1　身 体 検 査

刑訴法上，令状による身体検査は，検証の一種として定められているものがあ
り（これをいわゆる「検証としての身体検査」（刑訴法 218 条１項）といいます。），
これが狭義の意味での身体検査となります。
また，刑訴法は，鑑定処分許可状により，鑑定について身体検査ができる旨（こ
れをいわゆる「鑑定処分としての身体検査」（刑訴法 225 条 1 項，168 条 1 項）
といいます。）も定めているほか，捜索差押許可状により，身体について捜索が
できる旨（これをいわゆる「捜索としての身体検査」（刑訴法 218 条 1 項，102 条）
といいます。）定めており，これらを含めたものが，広義の意味での身体検査と
いうことになります。
以下に，刑訴法上の身体検査として一覧表にまとめました。

〈刑訴法上の身体検査〉

区分 根拠 身体検査の種類 必要な令状 具体例

狭義
218 条 1 項 検証としての

身体検査
身体検査令状 身体特徴，傷害

部位等の検査

広義

225 条 1 項
168 条 1 項

鑑定処分としての
身体検査

鑑定処分許可状
※１

強制採血，毛髪
等採取

218 条 1 項
102 条

捜索としての
身体検査

捜索差押許可状
※２

強制採尿，レン
トゲン照射によ
る体腔内検査等

�
�
※１�　強制採血，毛髪等採取には，鑑定処分許可状のほかに，身体検査令
状も必要となります。

�
�
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第 1節　鑑定処分許可状の請求
第 1　鑑 定 と は
第 2　刑訴法の鑑定はそもそも公判段階を基本にしている
第 3　捜査段階における鑑定
第 4　強制採血，毛髪採取の鑑定処分許可状

第 2節　ブロック式による解説
第 1の 1　鑑定処分許可請求書（死体解剖）の記載例
第 1の 2　鑑定処分許可状（死体解剖）の記載例
第 2の 1　鑑定処分許可請求書（強制採血）の記載例
第 2の 2　鑑定処分許可状（強制採血）の記載例
第 3の 1　鑑定処分許可請求書（毛髪採取）の記載例
第 3の 2　鑑定処分許可状（毛髪採取）の記載例
第 4の 1　鑑定処分許可請求書（刀剣類）の記載例
第 4の 2　鑑定処分許可状（刀剣類）の記載例
第 5	 ブロックごとの解説

鑑定処分許可状請求
第６章
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240　第2編　令状請求起案編

第１節　鑑定処分許可状の請求

第1　鑑 定 と は

　鑑定とは，判例を引用すると「裁判所が裁判上必要な実験則等に関する知識経
験の不足を補充する目的でその指示する事項につき第三者をして新たに調査をな
さしめて法則そのもの又はこれを適用して得た具体的事実判断等を報告せしめる
もの」（最判昭 28・2・19 刑集 7・2・305）ということです。

　この判例のエッセンスをまとめて定義すると，要するに，鑑定とは，「特別の
知識経験を有する者による事実の法則又はその法則を具体的事実に適用して得た

判断についての裁判所に対する報告」ということになります。

第2　刑訴法の鑑定はそもそも公判段階を基本にしている

　この定義の後の方を見ると「……判断についての裁判所に対する報告」とあり
ます。これについては，刑訴法 165 条にある「裁判所は，学識経験のある者に鑑
定を命ずることができる。」との定めを見ると分かります。
　刑訴法は，まず，公判審理で必要な鑑定を想定して，裁判所，つまり，公判審
理をしている裁判所（以下「受訴裁判所」ともいいます。）が鑑定を命ずること
としているので，鑑定結果は公判裁判所に対して報告されるものということにな
るのです（捜査機関が依頼した鑑定であれば，鑑定結果は，受訴裁判所ではなく，
捜査機関に対して報告されるはずです。）。

　そして受訴裁判所が鑑定を命じているのが鑑定人であり，鑑定人が鑑定をする
ために鑑定資料である物の破壊等の処分が必要な場合は，鑑定を命じた受訴裁判
所が，鑑定許可状を発付して，鑑定人がこれに基づいて鑑定に必要な処分をする
ことになります（刑訴法 168 条 1 項）。
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第３編
犯罪事実起案編

　　第１章　令状請求のための犯罪事実の記載

　　第 2章　ブロック式による解説
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令状請求のための犯罪事実の記載

第１節　犯罪事実の記載について
第 1　概　　　説
第 2　犯罪事実を組み立てるための要素
第 3　それぞれの犯罪要素の特定の程度
第 4　犯罪構成要件にあった犯罪事実の構成
第 5　その他の留意すべき事項

第１章
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274　第3編　犯罪事実起案編

第１節　犯罪事実の記載について

第1　概　　　説（「令状実務ズバリ回答Q&A」P74）

　本編では，令状請求のための犯罪事実について解説します。
　逮捕状請求では犯罪事実ではなく，被疑事実といいます。これは，刑訴法及び
刑訴規則の法令上の文言が違うために使い分けられており，実質的には犯罪構成
要件に該当する具体的事実が記載されているという点では共通しています。です
から，本編では，実務上特に区別して解説を要するところを除き，被疑事実も犯
罪事実もあわせて区別することなく犯罪事実ということにします。

　さて，犯罪事実というのは，捜査から公訴提起，公判審理，判決に至るまでずっ
と同じというわけではありません。
　事件発生直後，現場に臨場した警察官は，まず発生した生の事実に出くわしま
す。これは，まだ何らかの犯罪という段階であり，具体的にいかなる犯罪である
かは判明していません。
　その後，捜査を遂げてある特定の犯罪であることが分かってきます。そして強
制捜査に入り，さらに検事調べ等の捜査を経て犯罪事実が公訴事実へと変わり，
公訴提起がされるわけです。そして公判審理の中で必要に応じて訴因が変更され
て元の公訴事実がやや形を変えることもあります。
　最後に，公判審理を経て，判決の段階に至り，「罪となるべき事実」となり，
犯罪事実がついに犯人に対して，刑事責任を負わせる理由としての，完成形とな
るわけです。
　このように見ると，令状請求の段階の犯罪事実というのは，刑事司法手続の中
では，まだ相当に初期の段階のものであり，一つの事実についてのことであって
も，それぞれの段階においての違いがあります。
　令状請求の犯罪事実にはそれ特有の性質があり，それについてはそれぞれの説
明の中で述べますが，とりあえずは，共通する基本的な考え方から解説します。
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ブロック式による解説

第１節　犯罪事実各論
恐喝罪
住居侵入窃盗
現住建造物等放火罪
有印私文書偽造・同行使・詐欺罪
詐欺罪
強制性交等罪
殺人罪

第２章
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296　第3編　犯罪事実起案編

第1　概　　　説（「令状実務ズバリ回答Q&A」P84）

　恐喝罪は，相手方に対し，⑴その反抗を抑圧するには至らない程度の暴行又は
脅迫を加えて，⑵相手方を怖がらせて財物を交付させて，その財物を奪う犯罪で
す。恐喝罪は，分かっているようで意外とその構造をきちんと整理して理解でき
ていないこともあり，それが犯罪事実記載の出来不出来にかなり影響してきます

（詐欺罪等も同じような現象があります。）。
　そんなこともあり，同じ財産犯の仲間である「窃盗罪」，「強盗罪」，「詐欺罪」
のそれぞれの違いを見て，「恐喝罪についての基本的な構造」を再確認していき
たいと思います。
　まずは，恐喝罪と窃盗罪や強盗罪との比較からです。
　恐喝罪から，上記の⑴と⑵を全部抜き取ると，

相手方に対し，その財物を奪う犯罪

　となりますが，これは正に窃盗罪のことだと分かります。つまり，暴行・脅迫
などの行為が全くなく，相手方に分からないように，ひそかに奪う（「窃盗罪」
の「窃」は，音読みで「せつ」，訓読みで「『ひそか』に」です。）ことです。

第１節　犯罪事実各論

　被疑者は，通行人に因縁を付けて金員を喝取しようと企て（A），令和 2
年○月○日午後 11 時 30 分頃，東京都葛飾区本町○丁目○番○号先路上にお
いて，通行中の○○○子（当 26 歳）に対し，同人の肩をつかんで「お前，な
んで俺の顔をじろじろ見てんだ。ぶっ飛ばすぞ。金出せよ。」などと語気鋭
く申し向けて金員の交付を要求し，もしこの要求に応じなければ同人の生
命，身体等にいかなる危害を加えるかも知れない気勢を示して（B）同人を
畏怖させ（C），よって，即時同所において，同人から現金1万円の交付（D）
を受けて（E），これを喝取したものである（F）。

恐喝罪（通常逮捕の逮捕状請求書（本書50ページ）の被疑事実の記載例）
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第４編
疎明資料編

　　第１章　疎 明 資 料

　　第 2章　各疎明資料
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疎 明 資 料

第１節　疎明資料について
第 1　概　　　説
第 2　疎明資料が必要な範囲
第 3　疎明資料の制限

第１章
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320　第4編　疎明資料編

第１節　疎明資料について

第1　概　　　説

　本編では，疎明資料について解説します。

　疎明は，証明とは違います。
　証明とは，裁判官に対し，通常人であれば誰でも疑いを差し挟まない程度に真
実らしいと確信（合理的な疑いを超える確信）までの心証を与えることですが，
疎明とは，そこまでの確信ではなく，裁判官に一応確からしいという心証を与え
ることで足りるとされています。
　これを嫌疑イメージ図（本書 91 ページ）で見てみますと，有罪認定のために
は，嫌疑レベル 5 が要求されますので，事実を証明することによって裁判官に合
理的な疑いを超える心証を得させる必要があることが分かります。これに対し，
令状請求の段階では，要求される嫌疑レベルは 2 ～ 3 ですので，事実を疎明して
裁判官に一応確からしいとの心証を得させればよいということになるわけです。

第2　疎明資料が必要な範囲

　令状請求には，その令状の種類によって疎明資料を添付すべき根拠が異なりま
すし，それぞれの根拠によって疎明資料が必要とされる範囲も異なります。
　例えば，逮捕状の請求に必要とされる疎明資料は，刑訴規則 143 条において

「逮捕の理由及び逮捕の必要があることを認めるべき資料」と，捜索差押許可状
等の請求に必要とされる疎明資料は，刑訴規則 156 条 1 項において「被疑者又は
被告人が罪を犯したと思料されるべき資料」とそれぞれ規定されています。
　これらの規定を見ると，疎明資料が必要とされるのは，令状発付の理由として
の犯罪事実の疎明や令状発付の必要性についての疎明だけが資料として必要だと
読めなくもありません。
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各疎明資料

第１節　各疎明資料について
第 1　緊急逮捕手続書
第 2　通常逮捕手続書	
第 3　被　害　届
第 4　実況見分調書
第 5　捜査報告書（被疑者写真による特定）
第 6　捜査報告書（逮捕状更新請求報告書）
第 7　捜査報告書（数通発付の必要性報告書）
第 8　戸籍・住民票・免許証等の身上関係疎明資料

第２章
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324　第4編　疎明資料編

第１節　各疎明資料について

第1　緊急逮捕手続書

疎明の対象 疎明の具体的内容 有　用　性

捜査の適法性 緊急逮捕手続の適法性 ○

被疑者の人定 携行品による身元確認等 △

令状の理由 嫌疑の充分性 △

令状の必要性 逃亡のおそれ等 △

１　概　　　要
　逮捕手続書には，現行犯人逮捕手続書，通常逮捕手続書，緊急逮捕手続書が
あります。
　これらの手続書は，刑事訴訟法等の法律ではなく，犯罪捜査規範 136 条（同
規範は，国会で制定された法律ではなく，国家公安委員会が制定した規則）に
その作成根拠がありますし，手続書の様式は，検事総長の一般的指示（刑訴法
193 条 1 項）に基づく司法警察職員捜査書類基本書式例で定められています。
　直接刑訴法が要求している書面ではないですし，これがないからといって令
状請求が違法となるものではありません。
　しかし，捜査実務において犯罪捜査規範や上記書式例等の諸規定を無視する
ことはできませんし，令状審査をする側としても，特に緊急逮捕の場合は，逮
捕手続の適法性を審査する上で重要な疎明資料の一つであることは，間違いあ
りません。

２　証拠としての性質
　令状請求の段階での疎明資料には伝聞証拠の法則は適用されませんので，以
下に述べることは令状請求において直ちに問題になることではありませんが，
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第５編
令状審査発付編

第１章　令状審査の流れ
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令状審査の流れ

第１節　手続の流れ
第 1　令状請求の受付，審査から令状交付までの全体の流れ
第 2　書記官等による受付
第 3　書記官等による審査補助（形式審査）
第 4　裁判官による審査（実質審査）
第 5　書記官等による請求者への令状交付

第１章
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362　第5編　令状審査発付編

第１節　手続の流れ

第1　令状請求の受付，審査から令状交付までの全体の流れ

　本編では，令状請求が受け付けられて，書記官等の審査補助（形式審査），裁
判官の審査，令状交付に至るまでの一般的な，一連の流れを説明していきます（「令
状の受付から審査，そして発付までの流れ図」（本書 370 ページ）参照）。

　なお，ここで説明する内容についても，これ以前の編と同様に，あくまで，私
の刑事書記官や令状裁判官としての経験とやり方に基づいたものですので，各裁
判所や裁判官によって異なる取扱いや考え方があることについては，ご承知おき
ください。

第2　書記官等による受付

　裁判所の令状請求の担当部署にあるカウンターに令状請求書と疎明資料の一件
記録を持ち込むと，書記官等の職員がそれらを受け付けて，最初の受付時の点検
をします。
　点検の内容ですが，令状請求書については，作成日付，警察署の署印（法律上要
求されていませんが，これがなければ必ず指摘されます。），請求者の官公職氏名
と押印，裁判所の宛先，疎明資料の有無，令状請求書の契印の有無，謄本の有無
などです。

　これらの形式的な点検を終えると，裁判所においてその令状請求を事件として
受け付けたということで裁判所の受付日付の入った受理印が令状請求書の余白に
押印されます。
　そしてその受理印に，事件の番号がナンバリングされて記載された上で，裁判所
の備付の令状請求の事件簿に記入され，令状請求事件として立件されるわけです。
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第６編
行政警察活動の強制令状編

第１章　行政警察活動における強制令状について
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行政警察活動における強制令状について

第１節　�行政警察活動における強制令状とは
第 1　警職法上の保護と保護許可状の請求
第 2　触法少年事件に係る捜索差押許可状の請求

第１章
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374　第6編　行政警察活動の強制令状編

第 1節　�行政警察活動における�
強制令状とは

本書においては，司法警察活動としての刑事事件における強制捜査のための令
状請求について解説していますが，警察活動においては，捜査活動である司法警
察活動のほかに，様々な行政警察活動があります。
例えば，地域警察においては，近隣トラブル，夫婦喧嘩，あるいは困りごと相
談に至るまで，実に様々な事案を取り扱うと思いますが，こうしたものも，その
多くが行政警察活動であると言えます。
そうした様々な事案の中でも，比較的頻繁に取り扱うものの一つに，警察官職
務執行法（以下「警職法」といいます。）3条 1項に基づく保護事案があります。
この保護事案は，要保護者について一旦保護を開始し，その保護が 24 時間を
超える場合，裁判官に保護許可状を請求して，その発付を得て保護を継続する必
要があります。この保護許可状は，捜査活動である司法警察活動ではなく，行政
警察活動です。
このように行政警察活動においても，保護自体が一定時間，要保護者の身柄の
自由に制限を加えるような場合，法令に基づいた令状が必要になるわけです。こ
のような令状を，本書においては，行政警察活動における強制令状といい，司法
警察活動における逮捕状や捜索差押許可状等と区別しています。
こうした行政警察活動における強制令状は，必ずしも請求事例が多くないので
その需要が低く，解説している類書は少ないものと思われます。
しかしながら，そうした事案が一旦発生した場合には，やはり司法警察活動に
おける令状請求と同じく，法令等において厳格なルールがある上，短い時間に，
請求要件，その必要性等を判断した上で，請求書を起案し，決裁を受けて処理し
なければならないのであり，いかなる点に注意して，こうした行政警察活動にお
ける令状請求をすべきかについて解説した資料は必要であろうと考えました。
そこで，本書においては，本編にある司法警察活動における令状請求に関する
解説に加え，第 6編を設けて，行政警察活動における強制令状として，その請求
書式等も示した上で解説することにしました。

ブロック式第3刷_初.indb   374 2026/01/21   13:13:30



事 項 索 引　405

〈Ａ -Ｚ〉
Ａ＋Ｂの関係 �  133
CD-R �  188
e-mail �  201
ID �  201
LAN �  205
LAN，WAN �  205
ＵＲＬ �  278
USB メモリ �  205
WAN �  205
Web サイト �  206
Web ページ �  206
Web メール �  204

〈あ行〉
アカウント �  201
アットマーク �  202
アップロード �  207
アプリケーションソフト �  203
アルバイト �    67
1 号要保護者 �  380
一般の電子メール �  201
畏怖 �  297
引致 �    78
引致すべき官公署 �    79
引致すべき場所 �    79
引致場所の変更 �    80
引致場所変更許可決定書 �    84
引致場所変更請求書 �    83
ウェブ �  204
押収拒絶権 �  166

〈か行〉
外国人の氏名 �    65
瑕疵 �  297

過剰な特定 �  277
加除訂正 �  293
簡易裁判所判事 �    54
関係者 �  184
間接証拠 �  367
鑑定 �  240
鑑定機関 �  256
鑑定受託者 �  241
鑑定嘱託事項 �  259
鑑定嘱託年月日 �  258
鑑定処分許可状 �  246
鑑定処分許可請求書 �  244
鑑定処分としての身体検査 �  214
鑑定に必要な処分 �  263
鑑定人 �  240
管理権 �  175
管理権基準 �  176
危害のおそれ �  382
客観的・空間的基準 �  175
客観的嫌疑 �    88
恐喝罪 �  296
恐喝の実行行為 �  298
恐喝の犯意 �  298
行政警察活動 �  374
行政警察活動における強制令状 �  374
強制採血 �  219, 242
強制採血による鑑定 �  265
強制採尿 �  151
強制執行 �  377
強制手段 �      8
行政上の強制手段 �  377
強制処分法定主義 �      8
強制性交等罪 �  311
強制捜査 �      8
行政法 �  377

〈事 項 索 引〉

ブロック式第3刷_初.indb   405 2026/01/21   13:13:31



406　事 項 索 引

脅迫 �  298
共犯者・犯罪事実処理結果一覧表 �  158
許可状 �    56
居住権 �  175
記録させ又は印刷させるべき者 �  194
記録等させるべき電磁的記録 �  192
記録等させるべき者 �  194
記録命令付差押え �  186
記録命令付差押許可状 �  191
記録命令付差押許可状請求書 �  189
緊急性 �  142
緊急逮捕 �  122
緊急逮捕手続書 �  324, 327
ぐ犯少年 �  393
クラウドコンピューティング �  205
クリーン・コントロールド・デリバリー 
�  280
グループウェアサーバ �  206
契印 �    58
契印漏れ �    59
警察官職務執行法 �  374
警察法 2条の保護 �  375
形式審査 �  363
形式的証拠 �  287
警職法 �  374
警職法 3条の保護 �  375
警職法上の保護 �  375
刑訴法上の逮捕 �  17, 24
携帯電話の通話明細 �  174
携帯電話の通話履歴 �  169
軽微事件 �  112
軽微事件の不出頭 �    99
決定 �    56
原因 �  275
嫌疑の充分性 �  125
健康状態 �  232
現行犯 �    16
現行犯人逮捕手続書 �    25
検査すべき身体 �  216
検察官 �   57
検証 �  147

検証調書 �  340
検証としての身体検査 �  214
現に捜査中である他の犯罪事実 �  103
現場供述 �  341
故意 �  305
公共危険犯 �  302
口腔性交 �  312
行使の目的 �  305
構成要件該当性 �    47
公訴時効 �  117
公訴時効改正経過一覧表 �  119
公訴事実 �  274
公訴事実の同一性 �  102
公知の事実 �  364
肛門性交 �  312
個人識別 �  202
戸籍 �  357
こもごも �  291
コンテンツ �  206
コントロールド・デリバリー �  280

〈さ行〉
サーバ �  186
罪証隠滅のおそれ �    95
裁判書 �    56
裁判官 �    54
裁判官による審査 �  363
罪名 �    62
罪名罰条 �    47
錯誤 �  297
差押 �  147
差し押さえるべき物 �  163
差し押さえるべき物の特定 �  169
殺人罪 �  313
時間的接着性 �    21
指示説明 �  341
事実の要旨 �    37
死体解剖 �  264
実況見分調書 �  340, 344
実質審査 �  363
指定司法警察員 �    57
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自動車に対する捜索差押え �  177
自白 �  141
自白の補強法則 �    47
司法官憲 �    52
司法警察員 �    57
司法警察員たる警察官 �  394
司法警察活動 �  374
氏名 �    28
車両の特定 �  170
車両番号 �  170
住居 �  28, 67
住居侵入窃盗 �  300
住居不詳 �    67
住居不定 �    67
住民票 �  357
収容令書 �      6
主観的嫌疑 �  88, 93
主観的超過要素 �  305
主観的要素 �  305
受訴裁判所 �  240
主張書面 �    15
証拠資料 �    15
証拠物 �  164
証明 �  320
常用漢字表 �  400
書記官等による審査補助 �  363
職業 �  28, 67
触法少年 �  393
触法少年事件 �  393
触法少年事件に係る捜索差押許可状 �  393
触法調査 �  394
職務質問 �      5
処断刑 �  123
処分行為 �  297
侵害犯 �  302
人骨等の鑑定 �  264
身体検査 �  214
身体検査令状 �  222
身体検査令状請求書 �  220
身体の検査に関する条件 �  216
人定資料 �  357

数通発付 �    85
ストレージ �  205
請求権の管轄 �    58
精神錯乱者 �  380
生年月日 �    66
生年月日・年齢 �    28
性別 �  231
窃盗罪 �  296
宣告刑 �  123
捜査 �      4
捜索 �  147
捜索差押許可状 �  150
捜索差押許可状（触法事件） �  397
捜索差押許可状請求書 �  148
捜索差押許可状請求書（リモートアクセス） 
�  196

捜索差押許可状（リモートアクセス） �  198
捜索等すべき場所 �  175
捜索としての身体検査 �  214
相当な理由 �    88
即時強制 �  377, 378
組織識別 �  202
その他電磁的記録を利用する権限を有す
る者 �  194
疎明 �  320
疎明資料 �  320
疎明資料の相互間の整合性 �  365
疎明資料の網羅性 �  364

〈た行〉
対価物件 �  165
体腔内の異物の鑑定 �  265
第三者方に対する捜索差押え �  176
第三者方の差し押さえるべき物 �  168
滞納処分としての財産の差押 �      6
逮捕 �    17
逮捕行為 �    29
逮捕時の状況 �    37
逮捕状 �    42
逮捕状（緊急逮捕） �  129
逮捕状再請求（更新）報告書 �  352
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逮捕状数通発付必要性捜査報告書 �  355
逮捕状請求書 �    49
逮捕状請求書（乙） �  127
逮捕状（通常逮捕） �    51
逮捕状の執行 �    42
逮捕手続書 �  324
逮捕の完了 �    24
逮捕の緊急性 �  126
逮捕の始期 �    24
逮捕の年月日時 �    29
逮捕の場所 �    31
逮捕の必要性 �  95, 97
ダウンロード �  207
立会人 �  184
弾劾証拠 �  325
単独解除 �  385
直接証拠 �  367
通常逮捕 �    42
通常逮捕状の請求権者 �    57
通常逮捕状の請求先 �    52
通常逮捕手続書 �  330, 331
罪となるべき事実 �  274
罪を犯したことを疑うに足りる相当な理
由 �    87

でい酔者 �  380
適法性審査 �  363
適用法令 �    47
電磁的記録を保管する者 �  194
電子メール �  201
伝聞証拠 �  333
同一の犯罪事実 �  101
動機 �  275, 302
逃亡のおそれ �    95
登録番号 �  170
特殊詐欺 �  309
ドメイン部 �  202

〈な行〉
2 号要保護者 �  383
日没後 �  181
入院措置 �      6

任意性のない自白 �    47
任意捜査における有形力行使の限界 �      8
任意捜査 �      7
任意的没収 �  165
ネットワーク �  186

〈は行〉
パート �    67
ハードディスク �  205
破壊すべき物等 �  262
パスワード �  201
8 号要件 �  101
八何の原則 �  44, 275
バックドア �  208
判決書 �    56
犯行供用物件 �  165
反抗を著しく困難ならしめる程度 �  312
犯罪構成要件 �  274
犯罪事実 �  274
犯罪少年 �  393
犯罪生成・取得・報酬物件 �  165
犯罪組成物件 �  165
犯罪と犯人の明白性 �    19
犯罪の軽重 �    96
犯罪の現行性 �    21
犯罪の現行性・時間的接着性 �    21
犯罪の重大性 �  123
判事 �    54
判事補 �    54
犯則調査 �      6
被害者 �  333
被害届 �  333, 336
被疑事実 �    44
被疑者死亡 �  160
被疑者写真入手等報告書 �  348
被疑者と被疑事実の結び付き �    44
被疑者の境遇 �    96
被疑者の言動 �    38
被疑者の氏名 �    64
被疑者の年齢 �    96
被疑者不詳 �  275
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